
障害者虐待防止法と
兵庫県版虐待対応マニュアルに
ついて
～令和４年度 障害児通所支援事業所研修会配信～

兵庫県福祉部障害福祉課



最近のトピック



・令和３年に制定され、公布
の日（令和３年６月４日）
から３年以内に施行

・地方公共団体による相談対応
を担う人材の育成及び確保の
責務が明確化

・事業者による合理的配慮の
提供の義務化

障害者差別解消法
の改正



～国際条約への対応～

障害者差別解消法
の制定経緯

年 項目

平成20年
（2008）

国連で障害者の権利に関する
条約が発効

平成23年
（2011）

障害者基本法が改正
（差別解消の理念）

平成25年
（2013）

障害者差別解消法の成立
（理念の具体化）
※同時に障害者雇用促進法の改正も

平成26年
（2014） 日本も条約締結

平成28年
（2016） 障害者差別解消法の施行

※令和３年 障害者差別解消法の改正
（公布日（R3.6.4）から３年以内に施行）



・有識者による検討会で議論を行っている。

【相談機関向け】ケーススタディ集の作成
【事業者・障害者向け】リーフレットの作成

内閣府

障害者差別の
解消に向けた
事例分析検討会



車椅子利用者
×ライブハウス

• ライブハウスで開催されるコンサートに通
常席で参加したい。申請フォームの備考欄
に「車椅子で参加したい。」と記載して申
し込みした。（相談者）

• 立ち見の通常席では車椅子で利用できるス
ペースが確保できない。対応可能な最前方
の特別席のチケットを購入してほしい。
（事業者）

• 通常席である立ち見席と最前方の特別席
(椅子席)、２種類の金額設定

• 人気のライブ。混雑下で過去に車椅子利用
者と他の参加者が接触して双方が打撲する
事故があった。

• チケット販売は好調で満員となる見込み。

例えばこんな事例で
ケーススタディ集作成されます。



障害者虐待の直近の状況について



施設従事者等による障害者虐待
施設長から虐待を受けた事例



障害者虐待防止の基本的枠組み



県内の
虐待通報・認定件数

・増加傾向
・自治体間のばらつきの指摘
（事実確認調査の実施／虐待判断件数）



兵庫県版虐待対応マニュアル
について



障害者虐待における
虐待防止法制の
対象範囲

マニュアルP.8

• 児童虐待防止法 2000.5月

• 配偶者暴力防止法(DV法) 2001.4月

• 高齢者虐待防止法 2005.11月

• 障害者虐待防止法 2011.6月

※使用者虐待
虐待防止センター・権利擁護センター



マニュアルP.13

• 組織的に行うこと

• 組織の管理職が感度を高める。

• ケース会議等を活用して緊急性の有
無、事実確認の方法、援助の方向等

虐待の判断



• 本人の同意を得ずに個人情報
を第三者に提供してはならな
いこと（個人情報保護法第23
条）

←→制限の例外

• 通報者・届出者を特定する情
報について守秘義務（虐待防
止法）

マニュアルP.33
個人情報の保護



• 初動対応にはまず緊急性の
判断

• コアメンバーで組織的に実
施

• 事前に各々の具体的な役割
を明確化

• 事案が少ない場合は、日常
より訓練して感度を高めて
おく。

マニュアルP.34
初動対応



• 通報者の心情として、通報
後どうなったのか心配等

• 通報者には守秘義務はない
ので報告の判断は慎重に

• 感謝等、丁寧にお伝えして
理解を求める。

通報者への報告
（養護者による障害者虐待）

マニュアルP.35



• 障害者の安全確保が最優先

• 生命や身体に重大な危険が生じ
る恐れがあると判断した場合

→ 障害者の安全の目視に
よる確認が原則

• 措置を含めた保護方法の検討

• 会議録に記録し、責任者が確認

• 性的虐待が疑われる場合は、担
当職員の性別にも配慮

緊急性の判断
マニュアルP.35



• 事実確認はできる限り速やかに

• 原則は、複数職員による訪問・
目視

• 客観的な確認

※国調査「必ずしも適切とは言えない理
由により判断を行なっている事例、継
続してフォローをする必要がある事例
が見られた。」「管理職が必ず参加し
組織的な対応を徹底すること等が求め
られる。」

事実確認
マニュアルP.37



• 虐待の判断／緊急性の判断／支
援方針の決定

• 正確な情報収集に基づき、組織
として虐待を判断

• 障害者と養護者を社会的支援の
対象者として位置づける

• 虐待の事実なし、と判断しても
見守り的な支援

コアメンバー会議
マニュアルP.44



• 援助方針や支援者の役割に
ついて決定

• 多方面からの支援

• アセスメント（障害者本人
の意思を確認、尊重）

個別ケース会議
マニュアルP.47



• 虐待状況の解消や再発防止に
向けた具体的な介入・支援

• 障害者が地域で自立した生活
を営むことができるよう留意
が必要（居住の場所の確保、
就業支援ほか）

• 住基台帳の不当利用防止、
年金搾取等の事実確認、
マイナンバーの不開示等

介入・支援
（養護者による障害者虐待）

マニュアルP.49



• 成年後見制度の活用は、虐待
を受けている障害者の権利擁
護の選択肢

• 意思決定支援も重視

• 権利擁護支援の地域ネット
ワークの充実

成年後見制度
（養護者による障害者虐待）

マニュアルP.54,55



• 虐待防止法では、養護者の負
担軽減のため、養護者に対す
る相談等必要な措置を講じる
ことが規定

• 養護者に対する適切な支援が
虐待の予防に

養護者への支援
（養護者による障害者虐待）

マニュアルP.57



• 第11条第1項が立入調査の法
的根拠

• 曜日や祝日、時間など諸条件
等に縛られるのではなく、迅
速な対応が必要

• 日常から地元警察との連携

立入調査
（養護者による障害者虐待）

マニュアルP.59



保護・分離する手段としては

• 契約による障害福祉サービスの利用

• やむを得ない事由等による措置

• 医療機関への一時入院

• 市町村独自の一時保護

→措置を原則に

措置を原則
（養護者による障害者虐待）

マニュアルP.65



• 終結・終了の判断基準

• 虐待行為の解消／発生要因の
除去

• 虐待対応と通常の支援は区分
する。

• 発生要因は完全に除去される
こと

虐待対応の
終結・終了
（養護者による障害者虐待）

マニュアルP.70



• 施設等の所在地と支給決定を
行った市町村が異なる場合

• 初期対応は通報等を受けた市
町村

• 府県をまたがる入所等の場合
もありうる。

市町をまたがる事案
（障害者福祉施設従事者等に
よる障害者虐待）

マニュアルP.83



• 事実確認等は市町村が行うべ
きものだが、この段階では任
意の協力の下での実施

• 必要に応じて、都道府県に早
期に報告

• 市町村と都道府県の連携

マニュアルP.84
事実の確認
（障害者福祉施設従事者等に
よる障害者虐待）



• 障害者虐待の防止、虐待を受
けた障害者の保護を図ること
が趣旨

• 権限の適切な行使

• 社会福祉法、障害者総合支援
法、特定非営利活動法人促進
法に基づく

マニュアルP.93
権限の行使
（障害者福祉施設従事者等に
よる障害者虐待）



• 使用者虐待では、虐待を受けた
障害者は、市町村又は都道府県
に届け出ることができる。

• 就労継続支援A型は施設従事者
による虐待・使用者虐待の両方
を視野に

• 事業所の所在地と障害者の居住
地が異なる場合の対応

マニュアルP.111
通報の受付
（使用者による障害者虐待）



• 市町村は、虐待に関する通
報等を受けた場合、136P
の通知例により、都道府県
に通知します。

マニュアルP.118
都道府県への通知
（使用者による障害者虐待）



その他障害者福祉施設等における
対応について



・令和4年度より義務化
・虐待防止委員会には第三者委員も
・チェックリスト／集団指導／実地指導で
周知徹底
・・・ご担当異なれば連携を

障害福祉施設等の
運営基準



・全ての事業所に必置
・委員長は管理者
・虐待防止マネージャーにはサビ管等
・必ずしも事業所単位でなく法人単位でも可
・近隣事業所との合同開催も可

虐待防止委員会の例



• 研修機会の積極的活用

• 法人単位での虐待防止委員会
設置等、規模に応じた対応

• オンライン会議等の使用により
第三者が参加しやすいように

• 既存の会議体

小規模事業所の体制整備

～「障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集」より～



意思決定支援
ガイドライン

• 細やかな意思決定支援が虐待防止につ
ながる可能性に

• 意思決定支援会議は、事業者だけで検
討するのではなく、と示されています。

→ 全ての生活場面の中で意思決定に
配慮しながらサービス提供を

～組織の「理念」「使命（ミッション）」「ビジョン」を
示して、それらを組織運営（人材確保・育成、利用者
支援など）に落とし込みをしているかが重要～

～全利用者の意思決定支援会議を開催～

【国研修（管理者・設置者・責任者養成コース講義）から
（講師：社会福祉法人理事長）】

・・・トップが率先して取り組む
ことの重要性も

～「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」より～



風通しのよい
職場づくり

～「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」より～

• 組織の閉塞性・閉鎖性

• オープンな虐待防止対応

• 職員のモチベーション、
支援の質の向上につなげる

• 管理者が職場状況を把握

※外部研修に参加することで他の
事業所のやり方を知ることも重要



• 利用者の安全確保が最優先

• 就業規則等を踏まえた上で職
員への対応を

• 事実確認

• 謝罪も含めて誠意ある対応を

虐待を受けた
障害者や家族への対応

～「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」より～



参考資料

• 障害者福祉施設等における障害
者虐待の防止と対応の手引き

• 障害者虐待防止及び身体拘束等
の適正化に向けた体制整備等の
取組事例集

• 障害者虐待防止法の理解と対応

• 障害福祉サービス等の提供に
係る意思決定支援ガイドライン

※厚労省HPからダウンロード可



最後に



わかりやすい版を作成
しました。

第２期ひょうご
障害者福祉計画





４つの施策分野
［ひと／参加／情報／まち・もの］

「参加」
障壁のない生活を営む
ための支援体制の整備

計画における
虐待防止の
位置づけ



幹太くんのお母さんのお手紙（１行目）

～でも中学校では
その障害がなくなる
のです。～

→”医学モデル”から”社会モデル”
への変化

共生社会の
実現とは

「第２期ひょうご障害者福祉計画わかりやすい版」より



ご清聴ありがとう
ございました

はばタン


